
約款変更のお知らせ（高圧・特別高圧） 
日付：2026 年 4 月 1 日 

お客さま各位 

 

平素より、ふるなび電力をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

このたび当社は、電気需給約款（高圧・特別高圧）について、下記のとおり内容の一部を変

更いたしますので、お知らせいたします。 

 

■ 対象約款 

電気需給約款（高圧・特別高圧） 

 

■ 対象プラン 

固定単価 A プラン（旧一燃調適用） 

市場連動プラン 

固定単価 B プラン（独自燃料費調整適用） 

 

■ 変更適用日 

2026 年 5 月 1 日 

 

■約款掲載先 URL 

https://p.furunavi.co.jp/ 

 

■ お問い合わせ先 

ふるなび電力 高圧法人各営業担当 

  



 

■変更内容 

電気需給約款（高圧・特別高圧） 新旧対照表 

 

固定単価 A プラン（＝旧一燃調を適用）/市場連動プラン 

新 旧 備考 

36.中途解約 

1.当社は、希望解約日の 3 ヶ月前までに、電

気需要者に対し、書面で通知することによ

り、電気需給契約を解約することができる。 

 

 

2.電気需要者は、希望解約日の 3 ヶ月前まで

に、当社に対し、書面で通知したうえ、次の

算定式により算出される金額を当社に支払

うことにより、電気需要契約を解約すること

ができる。ただし、電気需要者が①固定単価

A プランを利用していた場合、または②市場

連動プランを利用していて供給開始日より 1

年未満において解約を希望する場合は、上記

に加え、当社が電気需給契約の締結、履行お

よび解約のために要した設備費用および工

事費用等の実費の全額を当社に支払うこと

により、電気需給契約を解約することができ

る 

36.中途解約 

1.電気需要者または当社は、供給開始日から

1 年経過後においては、希望解約日の 3 ヶ月

前までに、相手方に対し、書面で通知するこ

とにより、電気需給契約を解約することがで

きる。 

2.電気需要者は、供給開始日より 1 年未満に

おいては、希望解約日の 1 ヶ月前までに、当

社に対し、書面で通知したうえ、次の算定式

により算出される金額を当社に支払うこと

により、電気需要契約を解約することができ

る。 

変更 

 

固定単価 B プラン（＝独自燃調を適用） 

新 旧 備考 

36.中途解約 

1.当社は、希望解約日の 3 ヶ月前までに、電

気需要者に対し、書面で通知することによ

り、電気需給契約を解約することができる。 

 

 

2.電気需要者は、希望解約日の 3 ヶ月前まで

に、当社に対し、（以下変更なし） 

36.中途解約 

1.電気需要者または当社は、供給開始日から

1 年経過後においては、希望解約日の 3 ヶ月

前までに、相手方に対し、書面で通知するこ

とにより、電気需給契約を解約することがで

きる。 

2.電気需要者は、供給開始日より 1 年未満に

おいては、希望解約日の 1 ヶ月前までに、当

社に対し、（以下変更なし） 

変更 



別表 (2)電源調達費調整単価 

 

電源調達費単価は、日本卸電力取引所（JEPX）

のスポット市場におけるひと月のエリアプ

ライスの月平均単価とし、供給地点が属する

各エリアのエリアプライスとする。 

電源調達費調整単価は本約款の規定に基づ

き当社が算定した単価を適用する。 

 

別表 (2)電源調達費調整単価 

 

電源調達費単価は、日本卸電力取引所（JEPX）

のスポット市場におけるひと月のエリアプ

ライスの月平均単価とし、供給地点が属する

各エリアのエリアプライスといたします。 

電源調達費調整単価は契約開始時点ではお

客様の供給地点を管轄するみなし小売電気

事業者の燃料費調整単価を適用し、弊社の任

意の時点で電気需給約款の規定に基づき当

社が算定した電源調達費調整単価を適用い

たします。 

燃料費調整単価の詳細は小売電気事業者の

Web サイトに記載がございますのでご参照

ください。 

変更 

別表 (4)算定期間と適用時期 

下記条文追記 

 

なお、理由の如何に関わらず電気需給契約が

終了する場合における、契約終了日が属する

月（以下「契約終了月」という）における電

源調達費調整額の算定に適用される電源調

達費調整額単価は、上記の定めに関わらず、

契約終了月の前月が該当する電源調達費単

価算定期間に対応する電源調達費調整単価

の金額と、契約終了月の初日から契約終了日

までの間における日本卸電力取引所（JEPX）

のスポット市場における供給地点の各エリ

アプライスの日平均単価（単純平均）の金額

のうちより高い金額とする。 

なし 追記 

 

 


